
 

  補 助 金 概 要 調 書 

補 助 金 名  林業労働者福祉向上推進事業補助金 

所 管 部 課  経済部農林課 （TEL ２３－５２２３（直通））              

補 助 対 象 者 財）鳥取県林業担い手育成財団 

補 助 開 始 年 度 平成８年 

交 付 目 的  
林業労働者の最低限の身分保障を通じて、林業労働者を確保することで、林業の安

定的発展に資する。 

補 助 金 額 と  

過 去 の補助実績  

（  ）は一般財源額 

H １ ７年 度 実 績 H１８年度実績 H１９年度実績 H２０年度予算額 

２４３千円
（２４３）千円

２２４千円
（２２４）千円

１９２千円 
（１９２）千円 

３７４千円
（３７４）千円

補助事業の内容  

 

財）鳥取県林業担い手育成財団が行う林業労働者共済年金掛金助成及び林業労働

者年末一時金支給助成に必要な経費の一部を助成する。 

 

補助事業に係る経費  

補助事業の全体経費                       １６，０００千円 

内 補 助対象経費                        １６，０００千円 

補助対象経費の内訳 

 

林業労働者の共済年金の掛け金、年末一時金 

 

補助金額の算出方法 

補助率、補助額 

の考え方 

事業費の４／１０を県下市町村で負担する。 

この市町村負担分のうち米子市は 5.833%を補助する。 

限 度 額 無 

補 助 金の財源等  

市単独 一般財源 □     特定財源 □（               ） 

国県等

協調 

直接補助 ■ 国  /  県 ５/１０ 市  / その他（林業団体） １/１０

間接補助 □ 国  /  県  /   市  /   その他（       ） / 

補助事業の効果及び 

効果の検証方法等 

 

林業労働者の生活の安定と福祉の向上を推進し、森林整備の担い手を確保育成する

ことで、公益的機能を有する森林の適切な維持管理につながる。 

 

終期の設定 

（例外を適用する場合には

その理由等） 

県との協調補助金のため事業終了を終期とする。 

 

 

その他参考事項  

(過去の見直しの経過等) 

 

 

 

 

 


